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札幌圏都市計画地区計画の変更（札幌市決定） 【 決 定 番 号 第  1 号 】  

 決 定  昭 和  58年  1  月 10日  （ 告 示 第  14  号 ）  

都市計画もみじ台団地地区計画を次のように変更する。 変 更  平 成  5  年  6  月 25日  （ 告 示 第  496  号 ）  

 平 成  8  年  3  月 29日  （ 告 示 第  262  号 ）   

 平 成  11年  8  月 11日  （ 告 示 第  809  号 ）  

 平 成  21年  10月 14日  （ 告 示 第  1754   号 ）  

 平 成  24年  4  月 27日  （ 告 示 第  1024-4号 ）  

１ 地区計画の方針                          

名   称 もみじ台団地地区計画 

位   置 札幌市厚別区もみじ台東１～７丁目、もみじ台西１～７丁目、 

       もみじ台南１～７丁目、もみじ台北１～７丁目 

区   域 計画図表示のとおり 

面   積 ２４２.０ ha 

地区計画の目標 当地区は、厚別副都心の南東約２㎞のところに位置しており、本市が良好な

住宅地の供給を図るため、新住宅市街地開発事業により開発した団地で、計画

的な土地利用・施設配置によって、現在北国にふさわしい良好な住環境が形成

されている。 

一方、住宅地として開発後40年が経過し、現在、人口の減少や少子高齢化が

急速に進行している。このため、これらに伴い生ずる課題に対応し、当地区の

課題解決や活性化に向けて、地区にある既存資源を有効活用するための基本的

な事項を定めた「もみじ台地域の既存資源活用方針」（以下「活用方針」とい

う。）を、平成23年９月に策定した。 

本計画では、この団地開発の事業効果の維持・増進を図り、現在の団地全体

として調和のとれたゆとりのある良好な住環境の保全を図るとともに、活用方

針に掲げる居住機能を中心に文化・交流・就業といった多様な活動の場や働く

場を備えた多機能複合型の住宅市街地の形成を図ることを目標とする。 
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土地利用の

方針 

低層住宅地区、中高層住宅地区、商業業務地区及び機能複合促進地区の均衡

ある土地利用を図り、良好な住環境が損なわれないよう維持保全を図る。 

また、計画的に配置されている公益施設などについてもその維持保全を図

る。 

 

地区施設の

整備の方針 

当地区内には、都市計画道路として、「もみじ台通」、「厚別東通」及び「厚

別青葉通」が、また、都市計画公園として、地区公園（1ヵ所）、近隣公園（4ヵ

所）及び街区公園（9ヵ所）が整備されており、他の地区内道路、緑道なども

すべて整備済であるので、地区施設機能が損なわれないよう維持保全を図る。 
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建築物等の

整備の方針 

地区計画の目標及び土地利用方針に基づき、建築物等に関する制限を次のよ

うに定める。 

１ 「低層住宅地区」にあっては、ゆとりのある良好な住環境を保全するため、

次のように建築物等に関する制限を定める。 

(1) 住宅市街地としての環境を保持するため、「建築物等の用途の制限」

を定める。 

(2) 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建

築物の敷地面積の最低限度」を定める。 

(3) 閑静なまちなみにふさわしい景観の形成を図るため、「建築物等の形

態又は意匠の制限」を定める。 

(4) 宅地の緑化推進の効果を高め、明るいまちとするため、「垣又はさく

の構造の制限」を定める。 

２ 「機能複合促進地区」にあっては、周辺の住環境との調和を図りつつ、活

用方針に適合する建築物等を誘導するための制限を定める。 

面積 ３．３ha 再
開
発
等
促
進
区
 

土地利用に

関する基本

方針 

活用方針に基づき、機能の複合化や地域コミュニティ機能の強化により、地

区の課題解決や活性化に資する旧小学校の跡利用を進めるため、良好な住環境

が損なわれないよう配慮しつつ、高度利用を図る。 

 



















２ 地区整備計画 

事  項 

計  画  内  容 
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名 称 低層住宅地区 低層住宅地区 

面 積 ８８.６ ha ８８.６ ha 

建築物等の用

途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築

物は、建築してはならない。 

(1)専用住宅（建築基準法別表第二(い)

項第1号に定める「住宅」をいう。

ただし、長屋を除く。） 

(2)兼用住宅（長屋を除く。）で学習塾、

華道教室、囲碁教室その他これらに

類する用途を兼ねるもの（これらの

用途に供する部分の床面積の合計が

５０㎡を超えるもの及び当該建築物

の延べ面積の２分の１以上のものを

除く。） 

(3)老人ホーム、保育所、身体障害者福

祉ホームその他これらに類するもの 

(4)前 3号の建築物に附属するもの 

次の各号に掲げる建築物以外の建築

物は、建築してはならない。 

(1)専用住宅（建築基準法別表第二(い)

項第 1 号に定める「住宅」をいう。

ただし、長屋を除く。） 

(2)兼用住宅で学習塾、華道教室、囲碁

教室その他これらに類する用途を兼

ねるもの（同法施行令第 130 条の 3

本文・第6号に定めるもの。ただし、

長屋を除く。） 

(3)老人ホーム、保育所、身体障害者福

祉ホームその他これらに類するもの 

(4)前 3号の建築物に附属するもの 
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地
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分

 

名 称 機 能 複 合 促 進 地 区  

面 積 ３．３ ha  

建築物等の用

途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築

物は、建築してはならない。 

(1) 専用住宅（建築基準法別表第二(い)

項第1号に定める「住宅」をいう。た

だし、長屋を除く。） 

(2) 兼用住宅（長屋を除く。）で学習塾、

華道教室、囲碁教室その他これらに類

する用途を兼ねるもの（これらの用途

に供する部分の床面積の合計が５０

㎡を超えるもの及び当該建築物の延

べ面積の２分の１以上のものを除

く。） 

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福

祉ホームその他これらに類するもの 

(4) 前３号の建築物に附属するもの 

(5) 公益上必要な建築物その他これら

に類するもので「もみじ台地域の既

存資源活用方針」に適合するものと

して市長が認めたもの 
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